
  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年４月２６日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報（（（（使用制限使用制限使用制限使用制限のかかるもののかかるもののかかるもののかかるもの））））    
 

 

 以下の農薬は、平成２５年５月２９日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第２２７６６号 トルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 デュポン(株) 

第２２７６７号 ＭＩＣトルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 三井化学アグロ(株) 

第２２７６８号 クミアイトルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 クミアイ化学工業(株) 

第２２７６９号 丸和トルネードエースＤＦ インドキサカルブ水和剤 丸和バイオケミカル(株) 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【【【【    変更内容変更内容変更内容変更内容（（（（今回今回今回今回のののの使用制限変更使用制限変更使用制限変更使用制限変更にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分のみのみのみのみ))))    】】】】 

作物名「きく」を削除する。 

 

 

【【【【 適 用 表適 用 表適 用 表適 用 表 （（（（ 今 回今 回今 回今 回 のののの 使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更 に か か るに か か るに か か るに か か る 部 分部 分部 分部 分 の みの みの みの み ） 】） 】） 】） 】  

 ［［［［ 変 更 前変 更 前変 更 前変 更 前 ］］］］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ及び

ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ MP

を含む農薬の 

総使用回数 

きく 
ハスモンヨトウ 

オオタバコガ 
2000倍 

100～300 

L/10a 
発生初期 4回以内 散布 4回以内 

    

    

［［［［ 変 更 後変 更 後変 更 後変 更 後 ］］］］  

（削除） 

 

 

【【【【    変更理由変更理由変更理由変更理由    】】】】 

 登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田、平林 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年５月１０日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報（（（（使用制限使用制限使用制限使用制限のかかるもののかかるもののかかるもののかかるもの））））    
 

 

 以下の農薬は、平成２５年６月１２日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第23177号 まるぼうずＤＸ ブロマシル・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒剤 丸和バイオケミカル株式会社 

第23178号 ネコソギトップＲＸ ブロマシル・ＤＣＭＵ・ＭＣＰＰ粒剤 レインボー薬品株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【【【【    変更内容変更内容変更内容変更内容（（（（今回今回今回今回のののの使用制限変更使用制限変更使用制限変更使用制限変更にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分のみのみのみのみ))))    】】】】 

作物名「樹木等」の適用雑草名「一年生広葉雑草」について、使用量を「15～30g/㎡」から 

「5～15g/㎡」に変更する。 

 

【【【【 適 用 表適 用 表適 用 表適 用 表 （（（（ 今 回今 回今 回今 回 のののの 使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更 に か か るに か か るに か か るに か か る 部 分部 分部 分部 分 の みの みの みの み ） 】） 】） 】） 】  

 ［［［［ 変 更 前変 更 前変 更 前変 更 前 ］］］］  

作物名 適用場所 適用雑草名 使用時期 使用量 
本剤の 
使用 
回数 

使用方法 

ﾌﾞﾛﾏｼﾙを
含む農薬
の総使用
回数 

DCMUを
含む農薬
の総使用
回数 

MCPPを
含む農薬
の総使用
回数 

樹木等 

公園、庭
園、堤と
う、駐車
場、道路、
運動場、
宅地等 

一年生雑草 
多年生 
広葉雑草 

雑草生育
初期 

(草丈20cm
以下) 

15～30 
g/㎡ 

1回 

植栽地を
除く樹木
等の周辺
地に全面
土壌散布 

1回 
3回 
以内 

3回 
以内 

    

［［［［ 変 更 後変 更 後変 更 後変 更 後 ］］］］  

作物名 適用場所 適用雑草名 使用時期 使用量 
本剤の 
使用 
回数 

使用方法 

ﾌﾞﾛﾏｼﾙを
含む農薬
の総使用
回数 

DCMUを
含む農薬
の総使用
回数 

MCPPを
含む農薬
の総使用
回数 

一年生 
広葉雑草 

5～15 
g/㎡ 

樹木等 

公園、庭
園、堤と
う、駐車
場、道路、
運動場、
宅地等 

一年生 
イネ科雑草 
多年生 
広葉雑草 

雑草生育
初期 

(草丈20cm
以下) 

15～30 
g/㎡ 

1回 

植栽地を
除く樹木
等の周辺
地に全面
土壌散布 

1回 
3回 
以内 

3回 
以内 

 

【【【【    変更理由変更理由変更理由変更理由    】】】】 

  低薬量で効果が認められたことから、過剰散布を回避するため。 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田、平林 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年５月１０日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報（（（（使用制限使用制限使用制限使用制限のかかるもののかかるもののかかるもののかかるもの））））    
 

 

 以下の農薬は、平成２５年６月１２日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第21111号 Ｚボルドー 銅水和剤 日本農薬株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【【【【    変更内容変更内容変更内容変更内容（（（（今回今回今回今回のののの使用制限変更使用制限変更使用制限変更使用制限変更にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分のみのみのみのみ))))    】】】】    

・ 作物名「かき」を削除する。 
    

【【【【    適用表適用表適用表適用表（（（（今回今回今回今回のののの使用制限変使用制限変使用制限変使用制限変更更更更にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分のみのみのみのみ））））    】】】】 

 ［［［［ 変 更 前変 更 前変 更 前変 更 前 ］］］］     

作物名 
適  用 

病害虫名 
希釈倍数 使用液量 

使用

時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

銅を含む 

農薬の総 

使用回数 

かき 落葉病 500～800 倍 
200～

700L/10a 
― ― 散布 ― 

    

［［［［ 変 更 後変 更 後変 更 後変 更 後 ］］］］  

（削除） 

 

 

【【【【    変更理由変更理由変更理由変更理由    】】】】 

 登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田、平林 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年５月２４日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報（（（（使用制限使用制限使用制限使用制限のかかるもののかかるもののかかるもののかかるもの））））    
 

 

 以下の農薬は、平成２５年６月２６日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第19456号 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 宇都宮化成工業株式会社 

第19457号 バイデートＬ粒剤 オキサミル粒剤 ホクサン株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【【【【    変更内容変更内容変更内容変更内容（（（（今回今回今回今回のののの使用制使用制使用制使用制限変更限変更限変更限変更にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分のみのみのみのみ))))    】】】】 

・「きゅうり｣の使用時期｢は種前又は定植前｣における本剤の使用回数を｢２回以内｣から｢１回｣へ変更

する。 

・「すいか｣の使用時期｢は種前又は定植前｣における本剤の使用回数を｢２回以内｣から｢１回｣へ変更す

る。 

 ・｢きゅうり｣及び｢すいか｣のオキサミルを含む農薬の総使用回数を｢２回以内(育苗期の株元処理は１

回以内｣から｢１回｣へ変更する。 

 

 

【【【【 適 用 表適 用 表適 用 表適 用 表 （（（（ 今 回今 回今 回今 回 のののの 使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更 に か か るに か か るに か か るに か か る 部 分部 分部 分部 分 の みの みの みの み ） 】） 】） 】） 】  

 ［［［［ 変 更 前変 更 前変 更 前変 更 前 ］］］］  

  別紙のとおり 

    

    

［［［［ 変 更 後変 更 後変 更 後変 更 後 ］］］］  

  別紙のとおり 

 

 

【【【【    変更理由変更理由変更理由変更理由    】】】】 

  登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田、平林 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

 

別 紙 

 

【変更前】 

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｵｷｻﾐﾙを 

含む農薬の

総使用回数 

ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ 

ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ 

は種前又は

定植前 
２回以内 

25～50 ㎏/10a 

定植前 

全面土壌 

混和 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
きゅうり 

ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 
1～2.5g/株 育苗期 

１回 
株元処理 

ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ 

ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ 
25～35 ㎏/10a 

は種前又は

定植前 
２回以内 

全面土壌

混和 

ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 1～2.5g/株 
すいか 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1.5～2.5g/株 
育苗期 １回 株元処理 

２回以内 

(育苗期の

株元処理は 

１回以内) 

 

 

【変更後】 

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｵｷｻﾐﾙを 

含む農薬の

総使用回数 

ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ 

ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ 

は種前又は 

定植前 25～50 ㎏/10a 

定植前 

全面土壌

混和 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
きゅうり 

ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 
1～2.5g/株 育苗期 株元処理 

ﾈｺﾌﾞｾﾝﾁｭｳ 

ﾈｸﾞｻﾚｾﾝﾁｭｳ 
25～35 ㎏/10a 

は種前又は 

定植前 

全面土壌

混和 

ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 1～2.5g/株 
すいか 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1.5～2.5g/株 
育苗期 

１回 

株元処理 

１回 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年５月２４日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 

 

農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報農薬登録情報（（（（使用制限使用制限使用制限使用制限のかかるもののかかるもののかかるもののかかるもの）））） 

 

 以下の農薬は、平成２５年６月２６日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第18002号 ホクコーヘルシード乳剤 ペフラゾエート乳剤 北興化学工業（株） 

第18003号 ＵＢＥヘルシード乳剤 ペフラゾエート乳剤 （株）エス・ディー・エス・バイオテック 

 

■変更内容及び変更理由 

【【【【 変更内容変更内容変更内容変更内容（（（（今回今回今回今回のののの使用制限変更使用制限変更使用制限変更使用制限変更にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分のみのみのみのみ)))) 】】】】 

・ 作物名「シクラメン」を「シクラメン（施設栽培）」に変更する。 

 

【【【【 適 用 表適 用 表適 用 表適 用 表 （（（（ 今 回今 回今 回今 回 のののの 使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更使 用 制 限 変 更 に か か るに か か るに か か るに か か る 部 分部 分部 分部 分 の みの みの みの み ） 】） 】） 】） 】  

【【【【 変 更 前変 更 前変 更 前変 更 前 】】】】  

作物名 
適用 

病害虫名 

希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤の 

使用回数 
使用方法 

ﾍﾟﾌﾗｿﾞｴｰﾄを含む 

農薬の総使用回数 

シクラメン 炭 疽 病 500 倍 ― 発病初期 6 回以内 散 布 6 回以内 

 

【【【【 変 更 後変 更 後変 更 後変 更 後 】】】】  

作物名 
適用 

病害虫名 

希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤の 

使用回数 
使用方法 

ﾍﾟﾌﾗｿﾞｴｰﾄを含む 

農薬の総使用回数 

シクラメン 

（施設栽培） 
炭 疽 病 500 倍 

100～300 

L／10a 
発病初期 6 回以内 散 布 6 回以内 

 

 

【【【【 変更理由変更理由変更理由変更理由 】】】】    登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田、平林 
TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年８月２３日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

以下の農薬は、平成２５年９月２５日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第２２５３３号 コサイド３０００ 銅水和剤 デュポン(株) 

第２２５３４号 クミアイコサイド３０００ 銅水和剤 クミアイ化学工業(株) 

第２２５３５号 ＭＩＣコサイド３０００ 銅水和剤 三井化学アグロ(株) 

第２２５３６号 丸和コサイド３０００ 銅水和剤 丸和バイオケミカル(株) 

第２２５３７号 ホクサンコサイド３０００ 銅水和剤 ホクサン(株) 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

作物名「ほおずき」を削除する。 

 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

銅を含む農薬の 

総使用回数 

ほおずき 斑点細菌病 2000倍 
100～300 

L/10a 
－ － 散布 － 

 

 

［ 変 更 後 ］  

（削除） 

 

 

【 変更理由 】 

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年８月２３日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

以下の農薬は、平成２５年９月２５日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第２２４６４号 プレバソンフロアブル５ クロラントラニリプロール水和剤 デュポン(株) 

第２２４６５号 ホクコープレバソンフロアブル５ クロラントラニリプロール水和剤 北興化学工業(株) 

第２２４６６号 丸和プレバソンフロアブル５ クロラントラニリプロール水和剤 丸和バイオケミカル(株) 

第２２４６７号 
シンジェンタ 

プレバソンフロアブル５ 
クロラントラニリプロール水和剤 シンジェンタジャパン(株) 

第２２４６８号 日産プレバソンフロアブル５ クロラントラニリプロール水和剤 日産化学工業(株) 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

作物名「きく」を削除する。 

 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ

を含む農薬の 

総使用回数 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 

100～300 

L/10a 
散布 

きく 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 

2000倍 

1 L/m2 

発生初期 4回以内 

灌注 

4回以内 

 

 

［ 変 更 後 ］  

（削除） 

 

 

【 変更理由 】 

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



農政局等及び都道府県担当者限り 

 

平成２５年９月９日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２５年１０月９日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第10557号 エムダイファー水和剤 マンネブ水和剤 クミアイ化学工業株式会社 

第10559号 サンケイエムダイファー水和剤 マンネブ水和剤 サンケイ化学株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

①作物名「みかん」および「かんきつ（みかんを除く）」の使用方法「空中散布」を削除する。 

②作物名「かんきつ（みかんを除く）」の使用時期「収穫 60日前まで」を「収穫 90日前まで」

に変更する。 
 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 別紙 

 

【 変更理由 】 

 登録維持に必要な追加の資料整備に時間と経費を要するため。 

 

 

 

 

 
【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



農政局等及び都道府県担当者限り 

 

別紙 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第10557号 エムダイファー水和剤 マンネブ水和剤 クミアイ化学工業(株) 

 

 ［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

マンネブを 

含む農薬の 

総使用回数 

ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ 1000倍 

小黒点病 

黒点病 
600～800倍 

－ 散布 
かんきつ 

黒点病 15倍 12L/10a 

収穫60日前まで ２回以内 

空中散布 

２回以内 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

マンネブを 

含む農薬の 

総使用回数 

ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ 1000倍 

みかん 小黒点病 

黒点病 
600～800倍 

収穫60日前まで 

ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ 1000倍 
かんきつ 

(みかんを除く) 
小黒点病 

黒点病 
600～800倍 

－ 

収穫90日前まで 

２回以内 散布 ２回以内 

 

 

 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第10559号 サンケイエムダイファー水和剤 マンネブ水和剤 サンケイ化学(株) 

 

 ［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

マンネブを 

含む農薬の 

総使用回数 

小黒点病 

黒点病 
600～800倍 － 散布 

かんきつ 

黒点病 15倍 12L/10a 

収穫60日前まで ２回以内 

空中散布 

２回以内 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

マンネブを 

含む農薬の 

総使用回数 

みかん 収穫60日前まで 

かんきつ 

(みかんを除く) 

小黒点病 

黒点病 
600～800倍 － 

収穫90日前まで 
２回以内 散布 ２回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り 

 

平成２５年９月９日  

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

  

以下の農薬は、平成２５年１０月９日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第9019号 ポリオキシンＡＬ水和剤 ポリオキシン水和剤 クミアイ化学工業株式会社 

第9020号 ポリオキシンＡＬ水和剤｢科研｣ ポリオキシン水和剤 科研製薬株式会社 

第9021号 日農ポリオキシンＡＬ水和剤 ポリオキシン水和剤 日本農薬株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

作物名「ぶどう」の使用条件変更  

 ・使用時期を「収穫 30 日前まで」から「収穫 60日前まで」に変更  

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 別紙のとおり 

 

【 変更理由 】 

 登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

 

 

 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り 

 

別紙 

 

［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤の 

使用回数 
使用方法 

ﾎﾟﾘｵｷｼﾝを 

含む農薬の

総使用回数 

ぶどう 灰色かび病 
500～

1000 倍 

200～

700L/10a 

収穫 30

日前まで 
5 回以内 散布 5 回以内 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 適用病害虫名 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤の使

用回数 
使用方法 

ﾎﾟﾘｵｷｼﾝを 

含む農薬の

総使用回数 

ぶどう 灰色かび病 
500～

1000 倍 

200～

700L/10a 

収穫 60

日前まで 
5 回以内 散布 5 回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

平成２５年９月９日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２５年１０月９日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第16758号 トレボン乳剤 エトフェンプロックス乳剤 三井化学アグロ株式会社 

第17167号 日産トレボン乳剤 エトフェンプロックス乳剤 日産化学工業株式会社 

第17168号 クミアイトレボン乳剤 エトフェンプロックス乳剤 クミアイ化学工業株式会社 

第17169号 サンケイトレボン乳剤 エトフェンプロックス乳剤 サンケイ化学株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

作物名「葉しょうが」の使用時期を「収穫７日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。 

 

【 適 用 表 （今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】  

 ［ 変 更 前 ］  

作物名 
適用場所 適用病害虫名 

希釈倍数 
使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ

を含む農薬の

総使用回数 

葉しょうが － ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 1000 倍 
100～

300L/10a 

収穫 7日

前まで 
3 回以内 散布 3 回以内 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 
適用場所 適用病害虫名 

希釈倍数 
使用 

液量 

使用 

時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ

を含む農薬の

総使用回数 

葉しょうが － ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 1000 倍 
100～

300L/10a 

収穫 14 日

前まで 
3 回以内 散布 3 回以内 

 

 

【 変更理由 】 

  登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年９月２０日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２５年１０月２３日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第22345号 ジマンダイセン水和剤 マンゼブ水和剤 ダウ・ケミカル日本株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

作物名「まくわうり」を削除する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 ［ 変 更 前 ］  

 

作 物 名  
適用 

病害虫名 
希釈倍数 使用液量 使用時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ﾏﾝｾﾞﾌﾞを含む 

農薬の総使用回数 

まくわうり 

炭疸病 

べと病 

つる枯病 

疫病 

4 0 0～  

6 0 0 倍  

100～

300L/10a 

収穫７日 

前まで 
7回以内 散布 7回以内 

 

 

［ 変 更 後 ］  

 

（削除） 

 

【 変更理由 】 

 

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年９月２０日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

以下の農薬は、平成 25年 10月 23日に使用制限となる登録の変更が予定されておりますので、関係機
関等へ周知をお願いいたします。 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類 登録所有会社 

第 15992号 ナブ乳剤 セトキシジム乳剤 日本曹達株式会社 

第 16225号 クミアイナブ乳剤 セトキシジム乳剤 クミアイ化学工業株式会社 

第 16227号 ホクコーナブ乳剤 セトキシジム乳剤 北興化学工業株式会社 

第 16228号 ヤシマナブ乳剤 セトキシジム乳剤 協友アグリ株式会社 
 

■変更内容及び変更理由 
【変更内容(今回の使用制限に係る部分のみ)】 

作物名「てんさい」の適用雑草名「一年生ｲﾈ科雑草(ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗを除く)」について使用時期「雑
草生育期ｲﾈ科雑草 3～5葉期 但し収穫 60日前まで」の希釈水量を「25～150L/10a」から「100～
150L/10a」に変更する。 

 
【適用表(今回の使用制限に係る部分のみ)】 

<変更前>  

使用量 
作物名 適用

場所 適用雑草名 使用時期 
薬量 希釈水量 

本剤の 
使用 
回数 

使
用 
方
法 

適
用
地
帯 

ｾﾄｷｼｼﾞﾑを 
含む農薬の 
総使用回数 

育苗期の雑草生育期 
ｲﾈ科雑草 1～3葉期 
但し収穫 60日前まで 

150～
300mL/10a 

(0.3～
0.6mL/ 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

6冊) 

150L/10a 
(300mL/ 
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

6冊) 

雑草生育期 
ｲﾈ科雑草 6～8葉期 
但し収穫 60日前まで 

200mL/10a 100L/10a 

一年生 
ｲﾈ科雑草 

(ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ 
を除く) 

150～
200mL/10a 

25～
150L/10a 

てんさい － 

ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ 
ｼﾊﾞﾑｷﾞ 

雑草生育期 
ｲﾈ科雑草 3～5葉期 
但し収穫 60日前まで 300～

400mL/10a 
100～

150L/10a 

2回 
以内 

雑
草
茎
葉
散
布 

全
域 2回以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

<変更後>   

使用量 

作物名 
適用

場所 
適用雑草名 使用時期 

薬量 希釈水量 

本剤の 

使用 

回数 

使

用 

方

法 

適

用

地

帯 

ｾﾄｷｼｼﾞﾑを 

含む農薬の 

総使用回数 

育苗期の雑草生育期 

ｲﾈ科雑草 1～3葉期 

但し収穫 60 日前まで

150～

300mL/10a 

(0.3～

0.6mL/ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

6 冊) 

150L/10a 

(300mL/ 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ

6 冊) 

雑草生育期 

ｲﾈ科雑草 6～8葉期 

但し収穫 60 日前まで

200mL/10a 100L/10a 

一年生 

ｲﾈ科雑草 

(ｽｽﾞﾒﾉｶﾀﾋﾞﾗ 

を除く) 

150～

200mL/10a 

100～

150L/10a 

てんさい － 

ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ 

ｼﾊﾞﾑｷﾞ 

雑草生育期 

ｲﾈ科雑草 3～5葉期 

但し収穫 60 日前まで
300～

400mL/10a 

100～

150L/10a 

2 回 

以内 

雑

草

茎

葉

散

布 

全

域 
2 回以内 

 
【変更理由】 
登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



農政局等及び都道府県担当者限り 

平成２５年１０月４日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 

 
農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 
以下の農薬は、平成２５年１１月６日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 
第 22982号 リゾトップ フラメトピル水和剤 住化グリーン株式会社 

 
■変更内容及び変更理由 
【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】 
「本剤の使用回数」及び「フラメトピルを含む農薬の総使用回数」を「3回以内」から
「2回以内」に変更する。 

 
【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】 
［変更前］ 

使用量 
作物名 適用病害虫名 

薬量 希釈水量 
使用時期 本剤の 

使用回数 
使用 
方法 

ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙを

含む農薬の

総使用回数 
葉腐病 

(ﾗｰｼﾞﾊﾟｯﾁ) 
日本芝 

疑似葉腐病 
(春はげ症) 

0.1g/㎡ 0.1～0.3 
L/㎡ 発病初期 3回以内 散布 3回以内 

 
［変更後］ 

使用量 
作物名 適用病害虫名 

薬量 希釈水量 
使用時期 本剤の 

使用回数 
使用 
方法 

ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙを

含む農薬の

総使用回数 
葉腐病 

(ﾗｰｼﾞﾊﾟｯﾁ) 
日本芝 

疑似葉腐病 
(春はげ症) 

0.1g/㎡ 0.1～0.3 
L/㎡ 発病初期 2回以内 散布 2回以内 

 
【変更理由】 
登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

 
【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

平成２５年１０月１８日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第13038号 日産エスレル１０ エテホン液剤 日産化学工業株式会社 

第13039号 石原エスレル１０ エテホン液剤 石原産業株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「麦類(小麦を除く)」を「大麦」へ変更する。 

 

 

【 適 用 表 （今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】  

  

［ 変 更 前 ］  

作物名 使用目的 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｴﾃﾎﾝを含む

農薬の 

総使用回数 

麦類 

(小麦を除く) 

節間伸長 

抑制による 

倒伏軽減 

300～500 倍 100L/10a 出穂始期 1 回 全面散布 1 回 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 使用目的 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｴﾃﾎﾝを含む

農薬の 

総使用回数 

大麦 

節間伸長 

抑制による 

倒伏軽減 

300～500 倍 100L/10a 出穂始期 1 回 全面散布 1 回 

 

 

【 変更理由 】 

  登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第12090号 住友サイアノックス水和剤 ＣＹＡＰ水和剤 住友化学株式会社 

第21806号 協友サイアノックス水和剤 ＣＹＡＰ水和剤 協友アグリ株式会社 

第22678号 ホクサンサイアノックス水和剤 ＣＹＡＰ水和剤 ホクサン株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「りんご」の使用時期を「収穫 30 日前まで」から「収穫 45 日前まで」、本剤の使用回数 

およびＣＹＡＰを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更する。 

・作物名「マルメロ」の本剤の使用回数およびＣＹＡＰを含む農薬の総使用回数を「3 回以内」から

「2回以内」に変更する。 

・作物名「もも」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 本剤の 
使用回数 使用方法 

CYAPを含
む 
農薬の 
総使用回数 

りんご 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類､ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ 
ｼﾝｸｲﾑｼ類､ﾊﾏｷﾑｼ類 
ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 

収穫30日前まで 

もも 
ｼﾝｸｲﾑｼ類､ﾊﾏｷﾑｼ類 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類､ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 

ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 
収穫14日前まで 

マルメロ ｼﾝｸｲﾑｼ類､ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000倍 

収穫45日前まで 

3回以内 散布 3回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

【 変 更 後 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 本剤の 
使用回数 使用方法 

CYAPを含
む 
農薬の 
総使用回数 

りんご 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類､ｷﾝﾓﾝﾎｿｶﾞ 
ｼﾝｸｲﾑｼ類､ﾊﾏｷﾑｼ類 
ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ 

収穫45日前まで 2回以内 2回以内 

もも 
ｼﾝｸｲﾑｼ類､ﾊﾏｷﾑｼ類 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類､ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ 

ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 
収穫21日前まで 3回以内 3回以内 

マルメロ ｼﾝｸｲﾑｼ類､ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000倍 

収穫45日前まで 2回以内 

散布 

2回以内 

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第10807号 住化サイアノックス粉剤 ＣＹＡＰ粉剤 住友化学株式会社 

第10411号 ヤシマサイアノックス粉剤 ＣＹＡＰ粉剤 協友アグリ株式会社 

第22679号 ホクサンサイアノックス粉剤 ＣＹＡＰ粉剤 ホクサン株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 14日前まで」から「収穫 21日前まで」に変更する。 

・作物名「きゅうり」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始 3日前まで」に変更する。 

・作物名「ブロッコリー」を削除する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用病害虫名 
 

使用量 
 

使用時期 本剤の 
使用回数 

使用方法 

CYAP 
を含む 
農薬の 
総使用回数 

ブロッコリー 収穫7日前まで 3回以内 3回以内 

キャベツ 

ｱｵﾑｼ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｺﾅｶﾞ 
ﾖﾄｳﾑｼ若齢幼虫 

3～5kg/10a 
収穫14日前まで 

きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 3～4kg/10a 収穫前日まで 

2回以内 散布 2回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

【 変 更 後 】  

作物名 適用病害虫名 
 

使用量 
 

使用時期 本剤の 
使用回数 

使用方法 

CYAP 
を含む 
農薬の 
総使用回数 

キャベツ 

ｱｵﾑｼ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｺﾅｶﾞ 
ﾖﾄｳﾑｼ若齢幼虫 

3～5kg/10a 収穫21日前まで 

きゅうり ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 3～4kg/10a 収穫開始3日前まで 

2回以内 散布 2回以内 

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第18950号 パダンＳＧ水溶剤 カルタップ水溶剤 住友化学株式会社 

第21866号 協友パダンＳＧ水溶剤 カルタップ水溶剤 協友アグリ株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「だいこん」の希釈倍数「1000 倍」を削除する。 

・作物名「ぶどう」を「大粒種ぶどう」に変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｶﾙﾀｯﾌﾟ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

ｺﾅｶﾞ 

ｱｵﾑｼ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1500 倍 
だいこん 

ﾀﾞｲｺﾝｼﾝｸｲﾑｼ 1000 倍 

100～300 

L/10a 

収穫 7日前 

まで 
3回以内 3回以内 

ぶどう 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 

ｽｶｼﾊﾞ類 
1500 倍 

200～700 

L/10a 

収穫 21日前 

まで 
5回以内 

散布 

5回以内 

 

【 変 更 後 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用液量 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

ｶﾙﾀｯﾌﾟ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

だいこん 

ｺﾅｶﾞ 

ｱｵﾑｼ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1500 倍 
100～300 

L/10a 

収穫 7日前 

まで 
3回以内 3回以内 

大粒種ぶどう 

ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ 

ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 

ｽｶｼﾊﾞ類 
1500 倍 

200～700 

L/10a 

収穫 21日前 

まで 
5回以内 

散布 

5回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第8211号 パダン水溶剤 カルタップ水溶剤 住友化学株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「稲」の使用方法「苗代及びその周辺の土壌全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。」

を削除する。 

・作物名「とうもろこし」、「ばれいしょ」、「はくさい」および「キャベツ」の使用方法「は種

覆土後或いは、移植後土壌面全面に米ぬかとの混合毒餌を手でばらまく。」を削除する。 

・作物名「かんしょ」の使用方法「は種覆土後或いは、移植後土壌面全面に米ぬかとの混合毒餌を

手でばらまく。」の使用回数を「6回以内」から「1回」、使用方法「散布」の使用回数を「6回

以内」から「5回以内」、カルタップを含む農薬の総使用回数を「6回以内」から「6回以内（米

ぬかとの混合毒餌処理は 1回以内、散布は 5回以内）」に変更する。 

・作物名「だいこん」を削除する。 

・作物名「ぶどう」を「大粒種ぶどう」に変更する。 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｶﾙﾀｯﾌﾟ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第 1世代 
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 

1000～2000倍 

ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第 2世代 1000～1500倍 

ｲﾈﾂﾄﾑｼ､ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ 1000 倍 

収穫 21日 

前まで 

ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 

ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 
500 倍 

散 布 

ｹﾗ 

50 倍 

(10a 当り 

200gを米ぬか 

10kgと混ぜる) 

苗代期 

6回以内 

苗代及びその 

周辺の土壌全 

面に米ぬかと 

の混合毒餌を 

手でばらまく。 

500 倍 
6～12 時間 

種籾浸漬 

稲 

ｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ 

1000～2000倍 

浸種前 1回 
24 時間 

種籾浸漬 

6回以内 

(種もみ浸漬は 

1回以内、 

床土への混和､ 

育苗箱への 

処理及び 

側条施用は 

合計 1回以内) 

キャベツ 4回以内 4回以内 

はくさい 

は種時 

仮植時 

定植時 
3回以内 3回以内 

とうもろこし 
は種時 

萌芽時 
2回以内 2回以内 

ばれいしょ 萌芽時 

ｹﾗ 

50 倍 

(10a 当り 

200g を米ぬか 

10kg と混ぜる) 

挿苗時 

は種覆土後 

或いは､移植後 

土壌面全面に 

米ぬかとの混 

合毒餌を手で 

ばらまく｡ 

かんしょ 
ｲﾓｺｶﾞ 1000～1500 倍 

収穫 7日 

前まで 

6回以内 6回以内 

ｱｵﾑｼ､ｺﾅｶﾞ 1000～1500倍 
キャベツ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000 倍 

収穫 14日 

前まで 
4回以内 4回以内 

ｱｵﾑｼ､ｺﾅｶﾞ 1000～1500倍 
はくさい 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000 倍 

収穫 7日 

前まで 
3回以内 3回以内 

とうもろこし ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 700 倍 
収穫 21日 

前まで 
2回以内 2回以内 

ばれいしょ ｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ若齢幼虫 1000 倍 
収穫 7日 

前まで 
6回以内 6回以内 

ｱｵﾑｼ､ｺﾅｶﾞ､ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000 倍 
だいこん 

ﾀﾞｲｺﾝｼﾝｸｲﾑｼ 700 倍 

収穫 7日 

前まで 
3回以内 3回以内 

ぶどう 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 
1000 倍 

収穫 21日 

前まで 
5回以内 

散 布 

5 回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

【 変 更 後 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ｶﾙﾀｯﾌﾟ 

を含む 

農薬の 

総使用回数 

ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第 1世代 
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 

1000～2000倍 

ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第 2世代 1000～1500倍 

ｲﾈﾂﾄﾑｼ､ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ 1000 倍 

収穫 21日 

前まで 

ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 

ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ 
500 倍 苗代期 

6回以内 散 布 

500 倍 
6～12 時間 

種籾浸漬 

稲 

ｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ 

1000～2000倍 

浸種前 1回 
24 時間 

種籾浸漬 

6回以内 

(種もみ浸漬は 

1回以内、 

床土への混和､ 

育苗箱への 

処理及び 

側条施用は 

合計 1回以内) 

ｹﾗ 

50 倍 

(10a 当り 

200g を米ぬか 

10kg と混ぜる) 

挿苗時 1回 

は種覆土後 

或いは､移植後 

土壌面全面に 

米ぬかとの混 

合毒餌を手で 

ばらまく｡ 

かんしょ 

ｲﾓｺｶﾞ 1000～1500 倍 
収穫 7日 

前まで 
5回以内 

6 回以内 
（米ぬかとの
混合毒餌処理
は 1回以内、 
散布は 5回 
以内） 

ｱｵﾑｼ､ｺﾅｶﾞ 1000～1500倍 
キャベツ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000 倍 

収穫 14日 

前まで 
4回以内 4回以内 

ｱｵﾑｼ､ｺﾅｶﾞ 1000～1500倍 
はくさい 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 1000 倍 

収穫 7日 

前まで 
3回以内 3回以内 

とうもろこし ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 700 倍 
収穫 21日 

前まで 
2回以内 2回以内 

ばれいしょ ｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ若齢幼虫 1000 倍 
収穫 7日 

前まで 
6回以内 6回以内 

大粒種ぶどう 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ 
1000 倍 

収穫 21日 

前まで 
5回以内 

散 布 

5 回以内 

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第8212号 パダン粉剤 カルタップ粉剤 住友化学株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「はとむぎ」、「だいこん」、「はくさい」および「くり」を削除する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方法 

ｶﾙﾀｯﾌﾟ 
を含む 

農薬の 
総使用回数 

はとむぎ 
ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 
ｲﾈﾖﾄｳ 

4kg/10a 
収穫 14 日 
前まで 

2 回以内 2 回以内 

はくさい 

だいこん 

ｱｵﾑｼ 

ｺﾅｶﾞ 
ﾖﾄｳﾑｼ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

3～6kg/10a 
収穫 7日 

前まで 

くり ﾓﾓﾉｺﾞﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 6～9kg/10a 裂果前 

3 回以内 

散布 

3 回以内 

 

【 変 更 後 】  

削除 

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第22667号 ホクサンサイアノックス乳剤 ＣＹＡＰ乳剤 ホクサン（株） 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「きゅうり」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始 3日前まで」に変更する。 

・作物名「たばこ」を削除する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作 物 名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

CYAP 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

きゅうり 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
1000倍 収穫前日まで 2回以内 散布 2回以内 

たばこ 
ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾀﾊﾞｺｱｵﾑｼ 

500～

1000倍 
― ― 散布 ― 

 

【 変 更 後 】  

作 物 名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

CYAP 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

きゅうり 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
1000倍 

収穫開始 

3日前まで 
2回以内 散布 2回以内 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

【 変更理由 】 
現在の登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第16297号 ルーバン水和剤 ベンスルタップ水和剤 住友化学株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「とうもろこし」の使用時期を「収穫 14日前まで」から「収穫 30 日前まで」に変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方法 

ﾍﾞﾝｽﾙﾀｯﾌﾟ
を含む 
農薬の総
使用回数 

とうもろこし ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 
1000～ 
1500倍 

収穫 14 日 
前まで 

2 回以内 散布 2 回以内 

 

【 変 更 後 】  

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方法 

ﾍﾞﾝｽﾙﾀｯﾌﾟ
を含む 
農薬の総
使用回数 

とうもろこし ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ 
1000～ 
1500倍 

収穫 30 日 
前まで 

2 回以内 散布 2 回以内 

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１０月１８日 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 

 

 以下の農薬は、平成２５年１１月２０日に使用制限となる登録の変更が予定されており

ますので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第7674号 住化サイアノックス乳剤 ＣＹＡＰ乳剤 住友化学株式会社 

第21807号 協友サイアノックス乳剤 ＣＹＡＰ乳剤 協友アグリ株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・作物名「きゅうり」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫開始 3日前まで」に変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

【 変 更 前 】  

作 物 名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

CYAP 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

きゅうり 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
1000倍 収穫前日まで 2回以内 散布 2回以内 

 

【 変 更 後 】  

作 物 名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期 
本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

CYAP 

を含む 

農薬の総 

使用回数 

きゅうり 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
1000倍 

収穫開始 

3日前まで 
2回以内 散布 2回以内 

 

 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

【 変更理由 】 
登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 
農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 
TEL:03-3502-5969 
FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１１月１日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２５年１２月４日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第２０８６３号 ランネート４５ＤＦ メソミル水和剤 宇都宮化成工業株式会社 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・「だいこん｣の使用時期を｢収穫7日前まで｣から｢収穫14日前まで｣へ変更する。 

・「だいこん｣の本剤の使用回数を｢3回以内｣から｢2回以内｣へ変更する。 

 ・｢だいこん｣のメソミルを含む農薬の総使用回数を｢3 回以内(は種時の土壌混和は 1 回以内)｣から｢2

回以内(は種時の土壌混和は１回以内)｣へ変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 ［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

メソミルを 

含む農薬の 

総使用回数 

だいこん 

ｱｵﾑｼ 

ｺﾅｶﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾀﾞｲｺﾝｼﾝｸｲﾑｼ 

1000～

2000 倍 

100～

300L/10a 

収穫 

7 日前まで 
3 回以内 散布 

3 回以内 

(は種時の 

土壌混和は 

1 回以内) 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 適用病害虫名 
希釈 

倍数 
使用液量 使用時期 

本剤の 

使用回数 

使用 

方法 

メソミルを 

含む農薬の 

総使用回数 

だいこん 

ｱｵﾑｼ 

ｺﾅｶﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾀﾞｲｺﾝｼﾝｸｲﾑｼ 

1000～

2000 倍 

100～

300L/10a 

収穫 

14 日前まで 
2 回以内 散布 

2 回以内 

(は種時の 

土壌混和は 

1 回以内) 

 

【 変更理由 】 

 登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



  農政局等及び都道府県担当者限り  

 

平成２５年１１月１日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２５年１２月４日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第２２５９９号 ランネート微粒剤Ｆ メソミル粉粒剤 三井化学アグロ株式会社 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

・「だいこん｣の使用時期を｢収穫7日前まで｣から｢収穫14日前まで｣へ変更する。 

・「だいこん｣の本剤の使用回数を｢3回以内｣から｢2回以内｣へ変更する。 

 ・｢だいこん｣のメソミルを含む農薬の総使用回数を｢3 回以内(は種時の土壌混和は 1 回以内)｣から｢2

回以内(は種時の土壌混和は 1回以内)｣へ変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 ［ 変 更 前 ］  

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ﾒｿﾐﾙを含む農薬

の総使用回数 

ｱｵﾑｼ 

ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

3～5kg/10a 

だいこん 
ｺﾅｶﾞ 

ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

4～6kg/10a 

収穫 7日

前まで 
3回以内 散布 

3回以内 

(は種時の土壌混

和は 1回以内) 

 

［ 変 更 後 ］  

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 

使用回数 
使用方法 

ﾒｿﾐﾙを含む農薬

の総使用回数 

ｱｵﾑｼ 

ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

3～5kg/10a 

だいこん 
ｺﾅｶﾞ 

ﾀﾏﾅｷﾞﾝｳﾜﾊﾞ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

4～6kg/10a 

収穫 14 日

前まで 
2回以内 散布 

2回以内 

(は種時の土壌混

和は 1回以内) 

 

【 変更理由 】 

 登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。 

【本件のお問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



                     農政局等及び都道府県担当者限り 

 

平成２５年１２月１３日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 

 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２６年１月１５日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 
 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第16397号 プリグロックスL ジクワット・パラコート液剤 シンジェンタ ジャパン(株) 

第16400号 マイゼット ジクワット・パラコート液剤 大塚アグリテクノ(株) 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ) 】 

 作物名「うど」の使用時期を「畦間処理：雑草生育期（根株養成期）」から「畦間処理：雑草
生育期（根株養成期）但し、収穫 75日前まで」に変更する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 ［ 変 更 前 ］  

使用量 

作物名 
適用

場所 
適用 
雑草名 使用時期 

薬量 希釈 
水量 

本剤

の 
使用

回数 

使用

方法 

ジクワット

を含む農薬

の総使用回

数 

パラコート

を含む農薬

の総使用回

数 

うど － 一年生

雑草 

畦間処理： 
雑草生育期 
（根株養成期） 

600～
1000 

mL/10a 

100～ 
150 

L/10a 

2回 
以内 

雑草

茎葉

散布 
2回以内 2回以内 

 

［ 変 更 後 ］  

使用量 

作物名 
適用

場所 
適用 
雑草名 使用時期 

薬量 希釈 
水量 

本剤

の 
使用

回数 

使用

方法 

ジクワット

を含む農薬

の総使用回

数 

パラコート

を含む農薬

の総使用回

数 

うど － 一年生

雑草 

畦間処理： 
雑草生育期 
（根株養成期）

但し、収穫 75
日前まで 

600～
1000 

mL/10a 

100～ 
150 

L/10a 

2回 
以内 

雑草

茎葉

散布 
2回以内 2回以内 

 

【 変更理由 】 

 登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 



農政局等及び都道府県担当者限り 

 

平成２６年３月２０日 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課 

農薬対策室取締業務係 
 

 

農薬登録情報（使用制限のかかるもの） 
 

 

 以下の農薬は、平成２６年４月２３日に使用制限となる登録の変更が予定されておりま

すので、関係機関等へ周知をお願いいたします。 

 

 

登録番号 農薬名（商品名） 農薬の種類名 製造者名 

第22775号 ボクサー プロスルホカルブ乳剤 シンジェンタ ジャパン(株) 

 

 

■変更内容及び変更理由 

【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ ) 】 

 作物名「にんじん」を削除する。 

 

【 適 用 表 （ 今 回 の 使 用 制 限 変 更 に か か る 部 分 の み ） 】  

 ［ 変 更 前 ］  

作物名 適用 
雑草名 使用時期 

使用量 
本剤の 
使用 
回数 

使用 
方法 

適用 
地帯 

プロスルホカ

ルブを含む 
農薬の 

総使用回数 
薬量 希釈 

水量 

にんじん 一年生 
雑草 

は種後出芽前 
（雑草発生前） 

400 ～500 
mL/10a 

100 
L/10a 1 回 

雑草茎

葉散布

又は全

面土壌

散布 

全域 1 回 

 

 ［ 変 更 後 ］  

 削除 

 

【 変更理由 】 

 にんじんへの使用において、生育障害の発生事例があったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【本件の問い合わせ先】 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室 

柴田 

TEL:03-3502-5969 

FAX:03-3501-3774 


